
​議案第３号​

​札幌市立学校教育職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則案に​

​ついて​

​令和７年（２０２５年）１２月１９日提出​

​教育長　山　根　直　樹​

​札幌市立学校教育職員特殊勤務手当支給規則の一部を改正する規則​

​札幌市立学校教育職員特殊勤務手当支給規則（平成２９年教育委員会規則第７​

​号）の一部を次のように改正する。​

​(1) 第２条を削る。​

​(2)　第３条第１項中「第６条第１項の」を「第５条第１項の」に改め、同条第２項​

​中「第６条第２項」を「第５条第２項」に改め、同条を第２条とする。​

​(3)　第４条第１項中「第７条第１項の」を「第６条第１項の」に改め、同条第２項​

​中「第７条第２項」を「第６条第２項」に改め、同条を第３条とする。​

​(4)　第５条第１項中「第２条第１号、第４号及び第５号」を「第２条第３号及び第​

​４号」に改め、「、第３条第２項」を削り、同条を第４条とし、第６条から第８​

​条までを１条ずつ繰り上げる。​

​附　則　​

​１　この規則は、令和８年１月１日から施行する。​

​２　札幌市立学校教育職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和７年​

​条例第４４号）附則第４項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条​

​例による改正前の札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例（平成２８年条例第５​

​０号）第３条の規定の適用については、改正前の第２条の規定は、なおその効力​

​を有する。​

​（理　由）​

​札幌市立学校教育職員特殊勤務手当条例の一部改正に伴い、多学年学級担当手当​

​に係る規定を削るため、本案を提出する。​



​札幌市立学校教育職員特殊勤務手当支給規則（平成29年教育委員会規則第７号）新旧対照表​

​現　　　行​ ​改　正　後​ ​備　　考​

​（多学年学級担当手当）​ ​（削る。）​ ​多学年学級​

​担当手当の​

​廃止​

​第２条　条例第３条第１項の教育委員会規則で定める者は、次​

​に掲げる者とする。​

​(1)　教育給与条例第12条の規定による給料の調整額の支給を​

​受ける者​

​(2)　２以上の学年の児童又は生徒で編制する学級における担​

​当授業時間数がその者の担当授業時間数の２分の１に満たな​

​い者​

​(3)　２以上の学年の児童又は生徒で編制する学級における担​

​当授業時間数が１週間につき12時間に満たない者​

​２　条例第３条第２項の規定により教育委員会規則で定める額​

​は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、業務に従事した日１日​

​につき、当該各号に定める額とする。​

​(1)　３の学年の児童又は生徒で編制する学級における授業又​

​は指導の業務に従事した者　350円​

​(2)　２の学年の児童又は生徒で編制する学級における授業又​

​は指導の業務に従事した者　290円​

​（教育業務連絡指導手当）​ ​（教育業務連絡指導手当）​

​第３条​​　条例​​第６条第１項の​​教育委員会規則で定める者は、札​

​幌市立学校管理規則（昭和32年教育委員会規則第６号）第６条​

​第１項に規定する主任等（以下「主任等」という。）のうち、​

​次の表の左欄に掲げる札幌市立学校（札幌市立学校設置条例​

​（昭和39年条例第６号）第１条に掲げる学校をいい、以下「学​

​校」という。）の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める主​

​任等（学級の数が３未満の学校に置かれる学科主任、生徒指導​

​主事及び進路指導主事並びに当該数が３未満の学年に置かれる​

​第２条​​　条例​​第５条第１項の​​教育委員会規則で定める者は、札​

​幌市立学校管理規則（昭和32年教育委員会規則第６号）第６条​

​第１項に規定する主任等（以下「主任等」という。）のうち、​

​次の表の左欄に掲げる札幌市立学校（札幌市立学校設置条例​

​（昭和39年条例第６号）第１条に掲げる学校をいい、以下「学​

​校」という。）の種類に応じ、それぞれ同表の右欄に定める主​

​任等（学級の数が３未満の学校に置かれる学科主任、生徒指導​

​主事及び進路指導主事並びに当該数が３未満の学年に置かれる​

​条の繰上げ​

​及び規定整​

​備​
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​学年主任を除く。）とする。​

​（省略）​

​学年主任を除く。）とする。​

​（現行のとおり）​

​２　条例​​第６条第２項​​の規定により教育委員会規則で定める額​

​は、業務に従事した日１日につき200円とする。​

​２　条例​​第５条第２項​​の規定により教育委員会規則で定める額​

​は、業務に従事した日１日につき200円とする。​

​規定整備​

​（夜間中学勤務手当）​ ​（夜間中学勤務手当）​

​第４条​​　条例​​第７条第１項の​​教育委員会規則で定める者は、業​

​務に従事した日の正規の勤務時間（札幌市立学校教育職員の勤​

​務条件に関する条例（平成28年条例第47号）第２条第１項にお​

​いて読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例​

​（平成６年条例第39号）第７条第１項に規定する正規の勤務時​

​間をいう。次条第２項において同じ。）における終業の時刻​

​が、教育長が別に定める時刻前に定められている者とする。​

​第３条​​　条例​​第６条第１項の​​教育委員会規則で定める者は、業​

​務に従事した日の正規の勤務時間（札幌市立学校教育職員の勤​

​務条件に関する条例（平成28年条例第47号）第２条第１項にお​

​いて読み替えて準用する札幌市職員の勤務条件に関する条例​

​（平成６年条例第39号）第７条第１項に規定する正規の勤務時​

​間をいう。次条第２項において同じ。）における終業の時刻​

​が、教育長が別に定める時刻前に定められている者とする。​

​条の繰上げ​

​及び規定整​

​備​

​２　条例​​第７条第２項​​の規定により教育委員会規則で定める額​

​は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、業務に従事した​

​日１日につき、当該各号に定める額とする。​

​２　条例​​第６条第２項​​の規定により教育委員会規則で定める額​

​は、次の各号に掲げる教育職員の区分に応じ、業務に従事した​

​日１日につき、当該各号に定める額とする。​

​規定整備​

​(1)・(2)　（省略）​ ​(1)・(2)　（現行のとおり）​

​（手当額の特例）​ ​（手当額の特例）​

​第５条​​　条例​​第２条第１号、第４号及び第５号​​に掲げる手当に​

​ついては、当日における当該手当に係る業務従事時間数が４時​

​間15分以下の場合は、第２条第２項​​、第３条第２項​​及び前条第​

​２項の規定にかかわらず、これらの規定により定められる当該​

​手当の額の10分の６に相当する額を支給する。​

​第４条​​　条例​​第２条第３号及び第４号​​に掲げる手当について​

​は、当日における当該手当に係る業務従事時間数が４時間15分​

​以下の場合は、第２条第２項及び前条第２項の規定にかかわら​

​ず、これらの規定により定められる当該手当の額の10分の６に​

​相当する額を支給する。​

​条の繰上げ​

​及び規定整​

​備​

​２　（省略）​ ​２　（現行のとおり）​

​（支給実績簿）​ ​（支給実績簿）​

​第６条​​　（省略）​ ​第５条​​　（現行のとおり）​ ​条の繰上げ​

​（支給手続）​ ​（支給手続）​

​第７条​​　（省略）​ ​第６条​​　（現行のとおり）​ ​条の繰上げ​

​２　（省略）​ ​２　（現行のとおり）​
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​（委任）​ ​（委任）​

​第８条​​　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定め​

​る。​

​第７条​​　この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定め​

​る。​

​条の繰上げ​
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​令和７年第１９回教育委員会会議　提出議案の概要について​
​（教育委員会教職員課給与係）​

​⑴　改正の背景​

​　　国において、教育公務員特例法が改正され、義務教育等教員特別手当が条例で​

​　定める校務類型等に応じて支給することとされたことを受け、札幌市立学校教育​

​　職員の給与に関する条例において校務類型を規定するとともに、札幌市立学校教​

​　育職員特殊勤務手当条例に規定する多学年学級担当手当を廃止することとなっ　​

​　た。​

​⑵　改正内容​​　　　​

​　　多学年学級担当手当の支給に関して必要な事項を定めている規則第２条の規定​

​　を削ることとし、条項ずれ等の規定整備を行う。​

​⑶　施行期日​

​　　令和８年１月１日から施行する。​


